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高知県HIV陽性者歯科医療ネットワーク登録歯科医療機関（13施設） 
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連携に協力される歯科診療所の登録名簿は、原則としてエイズ治療中
核拠点病院である高知大学医学部附属病院で管理をする 
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HIV診療連携体制強化推進事業 
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患者・感染者の利便性を第一に考え、診療所等で土曜日や夕方の
診療が受けられる方策も検討 

HIV 
感染者等 

HIV以外 
の診療等 

● 現状   日常診療に関する診療連携体制が十分ではない。特に歯科診療の連携体制構築が急務。 

対応 

・拠点病院において、近医での診療を希望する患者に対し、紹介できる医療機関情報を提供。 
・紹介先の医療機関を受診する際は、拠点病院で診療情報提供書を作成し送付。 
  （間に合わない場合は、拠点病院から医療機関に連絡を入れる） 

対応後は･･･ 

○連携に必要な医療機関の条件等を整理 
・ 県内各地域において必要な医療機関の条件や必要数等 
・ ネットワークを構築する上での拠点病院の体制等 
・ 医療連携を行う際に活用する様式等 
・ 医療連携に関する手引き等 

 

※平成27年度は、引き続き、歯科診療について実施。そして、平成27年度からは透析、ホスピスについても連携体制を構築する。 
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 HIV感染者及びエイズ患者（以下「HIV感染者等」）においては、近年の抗HIV薬の進歩により予後が大きく改善され、多くの方は、地域において通常の生活を送っている。そうした
中、HIV感染者等の歯科診療を拒む事例や、拒否されることを恐れて感染の事実を明らかにできないまま近くの医療機関に受診したり、遠距離のエイズ治療拠点病院を受診してい
る等、HIV感染者等の日常の診療において課題がある。 
 そのため、HIVに特異的な症状ではない診療（歯科等）については、身近な地域の医療機関で安心して医療を受けられる体制が必要となっている。 
 そこで、平成27年度は、平成26年度に引き続き、歯科診療に関する診療連携体制を強化し、協力医療機関の数を増やすとともに研修及び拠点病院間で共有できる資料の作成を
行う。そして、平成27年度からは、ホスピス・透析の診療科の連携についての整理を行い、協力医療機関への研修等の人材育成を行う。 

目的 

拠点病院A 

医療機関 

医療機関 

医療機関 

拠点病院B 

医療機関 

医療機関 

医療機関 

連携・支援 連携・支援 

中核拠点病院 

連携 

●エイズ拠点病院を中心とした診療連携体制を構築 
 

○拠点病院及び医療機関の連携体制の構築 
・ 各 拠点病院への説明（拠点病院ごとに体制を整備） 

○研修の実施 
・ HIV感染症等の診療の基本的事項や専門的知識及び技術を
習得するための研修会の実施 

（他に活用できる事業を用いたり既存の他の目的の研修に項目
を追加等での対応も可） 

健康対策課 

0円→1,264千円 
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 HIV感染者及びエイズ患者（以下「HIV感染者等」）においては、近年
の抗HIV薬の進歩により予後が大きく改善され、多くの方は、地域にお
いて通常の生活を送っている。そうした中、HIV感染者等の歯科診療を
拒む事例や、拒否されることを恐れて感染の事実を明らかにできない
まま近くの医療機関に受診したり、遠距離のエイズ治療拠点病院を受
診している等、HIV感染者等の日常の診療において課題がある。 
 そのため、HIVに特異的な症状ではない診療（歯科等）については、
身近な地域の医療機関で安心して医療を受けられる体制が必要となっ
ている。 
 
 そこで、平成27年度は、平成26年度に引き続き、歯科診療に関する
診療連携体制を強化し、協力医療機関の数を増やすとともに研修及び
拠点病院間で共有できる資料の作成を行う。そして、平成27年度から
は、ホスピス・透析の診療科の連携についての整理を行い、協力医療
機関への研修等の人材育成を行う。 

目的 
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理想 

 身近な医療行為（看護、介護を含む）は身近で受けることが
できる。 

 感染防止については、スタンダードプリコーションであれば、
どの医療機関でも診療できる。 

 その技術水準は、医事制度上、一般診療レベルで求められ
ている（感染に対応できない、は、すべて「言い訳」である）。 
 
現実の問題 

 実態として、日常的な疾病や状態に対する診療体制が確保
されていない。診療（ケア）を確保しなければならない。 
  → 高知県HIV陽性者歯科医療ネットワーク 
    透析、緩和ケア、介護etc・・・ 
 
 これは始まりであって、終わりではない。 
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よくきかれる「おことわり」の理由 
 
  診療経験がない 
  専門診療に任せるべき 
 
  職員の技術水準（感染防止）に自信がない 
  職員の守秘に自信がない 
  職員を説得できない 
 
  何かあったら責任を問われる（医事紛争、労災） 
 

  少なくとも、表立って偏見的な理由をあげられることは少ない
が・・・ 
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過去から変わっていない？かもしれない問題 
 君子危うきに近寄らず、 他人ごと意識、 自業自得論 
 いろいろな差別と偏見、医療者が人を「裁く」・・・ 
 
一般県民の意識は？ 
 比較的若い人たちは、HIV/AIDSを学校教育（思春期保健、人
権教育）で習ってきたこともあり、話せばわかってくれるかも。 

 しかし、多くの医療機関が診療対象にしているのは高齢者
層であり、意識の訂正は非常に難しい・・・のが実際である。 

 だが、一般県民の意識が変わらないと、日常的に応対する
医療従事者の対応（経営者の気持ちとして「風評被害が恐い」
もあり）を変えることは難しい・・・ 
 
それでも、関係者の地道な努力が実って、少しずつ変化・・・ 
 例）肝炎：検査のPRができるようになった。 
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・拠点病院だと、被曝露者、患者ともに上記内容ですぐに対応 
拠点病院以外だと 
 ・患者が拠点病院に一緒に行ってくれた場合、上記内容で対応 
             ・一緒に行ってくれない場合、予防薬を最後まで服用 
※患者が感染していることが事前にわかっている場合は予防薬を最後まで服用 

薬
事
法 

分包化には薬事法の壁 
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